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◆憲法学・人権論の研究者です

→フランスの裁判制度の研究➡渡仏してブルターニュ語と出会う

⇒言語に関する権利の研究に変更

→現在は主に日本の言語問題について研究

⇒少数民族の継承語（アイヌ語・琉球諸語・在日コリアン継承語）

⇒日本手話をめぐる問題

⇒日本語教育の問題

⇒日本語の中の問題（方言、やさしい日本語、情報保障問題など）

講師自己紹介
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◆国際的な人権概念のローカライズの問題

→日本における主な問題

⇒すべての国際人権条約での「個人通報制度」の未受諾

⇒国連パリ原則に適合する「国内人権保障機関」の未設置

⇒主要なILO条約等、人権条約への未加入

→日本国内で認知されていない人権類型をめぐる問題

⇒言語に関する権利の問題

⇒日本での言語権のローカライズをめぐる問題

本日の話題
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① 言語権とはなにか

◆言語権の概念は、国際人権法で発達し、基本的人権として認知されている

→WWⅠ後：東ヨーロッパ諸国での言語的少数派の保護義務化

→WWⅡ後：国連憲章で初めて平等条項の差別禁止項目の1つとして「言語」が
列挙される

⇒その後、様々な人権条約を経て言語権の内容が具体化・細分化

◆日本の国内法では、言語権について明文で規定した法令はない

→言語権についての政府の解釈が明示されたこともない

→言語権が司法の場で争われたこともない

⇒手話については現在、札幌地方裁判所で初めて係争中
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② 言語権の内容

◆言語権は、以下の４つのカテゴリーに分類される

→第１言語（L1：First Language）に関する権利

→民族継承語（HL：Heritage Language）に関する権利

→生活言語（CL：Community Language）に関する権利

→言語権を保障するための国や自治体の責務
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② 言語権の内容

◆第１言語（L1：First Language）に関する権利

→L1とは、人間が乳幼児期に「自然」習得（獲得）する言語を指す

→L1とは、十全に身につけられ、コミュニケーションに不自由なく使え、人間の
認知能力の発現に資する言語を指す

⇒L1を習得する権利（言語を剥奪されない権利）

⇒L1により教育を受ける権利（特に初等教育）

⇒L1を日常的に使用する権利

⇒L1を継承する権利

⇒L1話者のコミュニティに参加する権利
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② 言語権の内容

◆民族継承語（HL：Heritage Language）に関する権利

→HLとは、自己のアイデンティティに関わる社会的・文化的集団の言語を指す

→アイヌ民族のように、L1（日本語）とHL（アイヌ語）が異なる場合もある

⇒HLを／で学ぶ権利

⇒HLを日常的に使用する権利

⇒HLを保存・継承・進展させる権利

⇒HLによるマスメディアを運営する権利

⇒HL話者のコミュニティに参加する権利（特に海外の）
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② 言語権の内容

◆通用言語（CL：Community Language）に関する権利

→CLとは、生活圏において通用している言語のことを指す

⇒自己のL1とCLとの間で通訳・翻訳を提供される権利

⇒CLを学ぶ権利

◆言語権を保障するための国や自治体の責務

→L１・HL・CLそれぞれの教育機会・利用場面の提供

→L１・CL間の通訳・翻訳体制の整備（特に、医療・司法・学術通訳）

→L1・HLコミュニティの維持・発展・参加の支援

→言語的マジョリティへの啓発

→言語的マジョリティが第2言語として少数言語を学習する機会の提供
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② 言語権の内容

◆言語権には個人的権利の側面と集団的権利の側面がある

→個人のL1に関する権利が、集団のHLの権利と衝突することがある

⇒CLをL1として習得した子のHLコミュニティでの排除など

⇒HL復興運動地域におけるCLを学ぶ権利の制限など

◆CRPDによる言語権への影響

→音声言語から視覚言語（手話）への言語権概念の拡張

⇒F. de Varennesによる国連人権理事会報告（HRC, 2020）

☞マイノリティの子のL1による教育を受ける権利には手話も含まれる

→L１習得の機会が奪われている（言語剥奪）子の存在が明らかに

⇒個人的権利としての言語権の侵害が可視化
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③ 障害者権利条約がもたらした人権論の「パラダイム転換」

◆CRPD：障害の「社会モデル」に立脚した人権観

→自由権と社会権という二項分類からのパラダイムシフト

⇒社会権規約第2条における漸進的努力義務の見直し

☞社会権規約選択議定書（2008）：個人通報制度の導入

→健常者と障害者という二項分類からのパラダイムシフト

⇒障害者は保護される存在から自己実現する主体へ

⇒障害によりマイノリティ化された存在として認識

→CRPDのパラダイムによる過去の人権条約の再解釈が求められる
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④ 日本における言語権のローカライズの問題

◆公用語規定のない日本語単言語主義政策

→憲法の平等条項に「言語による差別」の禁止がない

⇒同時期に成立した西ドイツ基本法やイタリア共和国憲法にはある

→法令・行政・司法の言語は事実上日本語

→国内少数言語の継承活動はアイヌ語を除いて自助ベース

→日本語以外の言語が教育言語として使用されない

⇒手話や日本語以外の音声言語は、日本語を教育言語として習得するための手段と
してのみ利用される

⇒日本語でない言語をL1とする子どもの認知発達・教科学習が保障されていない
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④ 日本における言語権のローカライズの問題

◆政府の国際人権条約に対する態度の問題

→日本国内法における条約の効力：批准により効力が発生

⇒日本の裁判所は条約の直接適用を回避してきた

☞憲法が想定していない権利類型である言語権は国内法化が困難

→個人通報制度の受諾を拒否

→国連パリ原則（1993）に基づく独立した人権保障機関の設置を拒否

◆憲法学と国際人権法学の対立

→憲法学：国家主権論から国際法による拘束を懸念

→人権思想が十分啓発されていない場合は、少数者の人権保障が難しい

⇒少数派の人権の主張はしばしば批判・攻撃される
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④ 日本における言語権のローカライズの問題

◆手話に特有の問題：当事者団体である全日本ろうあ連盟（JFD）の態度

→JFDは日本手話（JSL）と日本語対応手話（SJ）の区別を拒否

⇒ろう児のL1であるJSLによる教育の保障を主張していない

⇒JSLにより教育が可能な教師の養成を主張していない

→JFDが養成する手話通訳者はSJベースの手話を学習

⇒JSL話者の通訳保障が十分でない

⇒専門分野通訳者の養成が十分でない

→JFDはろう者と中途失聴者の分断をおそれている

⇒必要なのは言語に関する科学的理解に基づく連帯なのでは
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⑤ 日本国内の言語法制

◆近年、言語関連法制の制定が進んでいる

→アイヌ施策推進法（2019年4月）

→日本語教育推進法（2019年6月）

→障害者基本法改正（2011年8月）※「手話」を「言語」と認めた最初の法令

⇒「手話言語法案」の野党4党共同提出（2019年6月➡2021年秋：廃案）

⇒400を超える自治体が「手話言語条例」を制定

⇒情報アクセシビリティ法（2022年5月）の衆院採決時の付帯決議で「手話言
語法」の制定に言及

◆これらの言語関連法は国際法上の言語権とは関係ない

→すべてが理念法であり政府や自治体に具体的な義務づけをしていない
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